
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

電気料金に関する激変緩和措置のお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ほくでんからの情報をインターネットでお知らせしています。 

 
 



Ⅰ 激変緩和措置の申請について 

 
  当社は、平成２１年１月分から３月分の電気料金が燃料費調整により大幅かつ急激な上昇となることに対
して、経済産業大臣から激変緩和措置の要請を受け、電気料金のご負担の平準化を図るために、小売規制部
門のお客さまに対し電気料金に関する激変緩和措置を実施することとし、経済産業大臣に申請いたしました。 

 
  当社はこれからも、原子力発電を柱とした電力の安定供給の確保と環境保全、ならびに従来にも増した経
営効率化を推進するとともに、より一層お客さまのニーズにきめ細かくお応えし、信頼され選択される企業
を目指してまいります。 
 

Ⅱ 激変緩和措置の概要について 

 
 １ 対象となるお客さま 
   ご家庭で電気をご使用されているお客さまなど、低圧で電気を供給させていただくお客さま 
 
    (注)新たに電気をご使用になられるお客さまで、平成２１年４月分～平成２２年３月分の電気料金からご請求を開始させていただくお

客さまについても対象となります。 

 
 ２ 激変緩和措置の期間および内容 
  (1) 平成２１年１～３月分の電気料金 
     通常の燃料費調整単価（＋２．４０円／ｋＷｈ）を５０％に低減したもの（＋１．２０円／ｋＷｈ）

を燃料費調整単価とします。 
  (2) 平成２１年４月分～平成２２年３月分の電気料金 
     上記の低減分を四等分したもの（＋０．３０円／ｋＷｈ）を通常の燃料費調整単価に上乗せいたし

ます。 

 

 【燃料費調整単価のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (注)上記の燃料費調整単価は、従量制の場合です。 

 

 ３ 激変緩和措置期間の影響額（月額） 

  (1) 平成２１年１～３月分の電気料金 

電 気 料 金 影響額（月額） 

平成 21 年１～３月分 
平成 20 年 10～12 月分 

措  置  前 措  置  後 
②－① ③－① 

６，４８４円／月 ① ７，１０８円／月 ② ６，７９６円／月 ③ ６２４円／月 ３１２円／月 

 
  (2) 平成２１年４月分～平成２２年３月分の電気料金 
     措置をしなかった場合と比較すると、月額７８円の上乗せとなります。 
 
   (注)標準家庭モデル（従量電灯Ｂ、契約電流 30Ａ、１か月の使用電力量 260kWh）によるものであり、燃料費調整額（上乗せ期間におけ

る通常の燃料費調整額を除く）、消費税等相当額を含んでおります。 
     なお、実際の影響額（月額）については、１か月の使用電力量等により変動いたします。 

 

上乗せ単価
＋0.30 円/kWh 

通常の燃料費 
調整単価 

＋2.40 円/kWh 

平成 20 年 
10～12 月分 

燃料費調整は 
実施して 
おりません 

平成 21 年 
１～３月分 

平成 21 年
４～６月分

平成 22 年
１～３月分 

＋2.40 円/kWh を 

50%に低減 

平成 21 年 
10～12 月分 

平成 21 年
７～９月分 

上乗せ単価
＋0.30 円/kWh 

上乗せ単価 
＋0.30 円/kWh 

上乗せ単価
＋0.30 円/kWh 

 
 

通常の燃料費
調整単価 

この期間中の燃料費調整単価は、通常の燃料費調整単価

に上記の単価を上乗せしたものとなります 

 
 

措置後の燃料費 
調整単価 

＋1.20 円/kWh 



【参考：燃料費調整制度の概要】 

 燃料費調整制度は、電力会社の経営効率化の成果を明確にすることと為替レートや原油・海外炭価格の変動
などの経済情勢の変化を迅速に反映させることを目的に導入された制度です。 
 なお、現在、経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会電気事業分科会において、今後の電
気料金制度の在り方について検討されているところです。 

 

 《電気料金の算定方法》 

 燃料費調整を行なう場合の電気料金は、次のとおり算定いたします。 

 なお、激変緩和措置期間中の燃料費調整単価は、「Ⅱ 激変緩和措置の概要について」のとおり取り扱います。 

 

 

 

 

 
 (注)上記の算定式は、従量制の場合です。 

 

 
電気料金の算定例（平成 21 年１～３月分） 

 
契約種別 従量電灯Ｂ 

契約電流 ３０Ａ 

１か月の使用電力量 ２６０ｋＷｈ 

（内訳） 第１段階料金適用電力量 １２０ｋＷｈ 

第２段階料金適用電力量 １４０ｋＷｈ 

燃料費調整単価 ＋１．２０円／ｋＷｈ 

 

 基本料金 

  ９７６．５０円 ① 

 

 電力量料金 

  第１段階料金単価１８．２７円／ｋＷｈ×１２０ｋＷｈ＋ 

  第２段階料金単価２３．６８円／ｋＷｈ×１４０ｋＷｈ＋ 

  燃料費調整単価１．２０円／ｋＷｈ×２６０ｋＷｈ 

  ＝５，８１９．６０円 ② 

 

 電気料金（円未満切捨て） 

  ①＋②＝６，７９６円 

 

 

 《燃料費調整単価をお知らせする時期》 

電 気 料 金 電気料金に適用する燃料費調整単価をお知らせする時期 

平成 21 年４～６月分 平成 20 年 12 月の通関統計価格（原油・海外炭の価格）が公表される平成 21 年１月末 

平成 21 年 ７～９月分 平成 21 年３月の通関統計価格（原油・海外炭の価格）が公表される平成 21 年４月末 

平成 21 年 10～ 12 月分 平成 21 年６月の通関統計価格（原油・海外炭の価格）が公表される平成 21 年７月末 

平成 22 年 １～３月分 平成 21 年９月の通関統計価格（原油・海外炭の価格）が公表される平成 21 年 10 月末 

 
 (注)燃料費調整制度の詳しい内容は、お近くの「ほくでん」までお問い合わせいただくか、ほくでんホームページ 

をご覧ください。 

 
 
＜太陽光発電からの余剰電力購入契約をご契約のお客さまへ＞ 
 余剰電力購入料金について、当社がお客さまへ販売している電力量料金単価で購入させていただいている場合（「電気」および「新エネルギ
ー等電気相当量」）、購入料金に適用する燃料費調整額は、電気料金に関する激変緩和措置を実施しない通常の燃料費調整単価を適用して算定い
たします。 
 なお、購入料金に適用する通常の燃料費調整単価は、検針時の「検針連絡票」に記載してお知らせいたします。 
 

 

 
 
＋ 

 
 
＝ 

電力量料金 

± 燃料費調整額 

燃料費調整単価×１か月の使用電力量

 

基本 

料金 

 

電気 

料金 電力量料金単価×１か月の使用電力量



お問い合わせ窓口  【営業時間】平日 午前９時から午後５時まで 

 

 郵便番号      住       所 電話番号 

旭 川 支 店 お客さまセンター 070-8678 旭川市 4条通 12 丁目 1444 番地の 1 （0166）23-1121 

 稚内営業所 097-0021 稚内市港 3丁目 1番 13 号 （0162）23-4001 

 天塩営業所 098-3303 天塩郡天塩町新栄通り 7丁目 （01632）2-1067 

 浜頓別営業所 098-5738 枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘 3丁目 8番地 （01634）2-2008 

 羽幌営業所 078-4123 苫前郡羽幌町栄町 175 番地の 9 （0164）62-1047 

 名寄営業所 096-0013 名寄市西 3条南 4丁目 14 番地 （01654）3-2131 

 留萌営業所 077-0006 留萌市末広町 4丁目 10 番 1 号 （0164）42-1390 

 深川営業所 074-8765 深川市 7条 7 番 2号 （0164）22-4111 

 富良野営業所 076-0023 富良野市栄町 20 番の 1 （0167）23-4131 

北 見 支 店 お客さまセンター 090-8691 北見市北 8条東 1丁目 2番地 1 （0157）26-1111 

 紋別営業所 094-0004 紋別市本町 7丁目 2番 26 号 （0158）24-3121 

 遠軽営業所 099-0404 紋別郡遠軽町大通北 4丁目 2番地の 43 （0158）42-2185 

 網走営業所 093-0014 網走市南 4条西 4丁目 1番地の 1 （0152）43-4106 

 斜里営業所 099-4117 斜里郡斜里町青葉町 47 番地 （0152）23-2038 

札 幌 支 店 お客さまセンター 060-8639 札幌市中央区大通東 1丁目 2番地 （011）251-4798 

 札幌北支社 002-8022 札幌市北区篠路 2条 2丁目 8番 18 号 （011）772-7102 

 札幌西支社 063-0052 札幌市西区宮の沢 2条 4丁目 7番 15 号 （011）662-2172 

 札幌東支社 004-8691 札幌市厚別区厚別中央 1条 5丁目 1番 30 号 （011）892-8699 

 札幌南支社 005-0812 札幌市南区川沿 12 条 1丁目 1番 1号 （011）572-1111 

 千歳支社 066-8633 千歳市北栄 2丁目 2番 20 号 （0123）23-5101 

岩見沢支店 お客さまセンター 068-8691 岩見沢市 9条西 1丁目 12 番地の 1 （0126）22-0602 

 滝川営業所 073-0044 滝川市西町 1丁目 2番 3号 （0125）24-7166 

 栗山営業所 069-1513 夕張郡栗山町朝日 3丁目 99 番地 （0123）72-1071 

小 樽 支 店 お客さまセンター 047-0033 小樽市富岡 1丁目 9番 1号 （0134）23-1115 

 余市営業所 046-0004 余市郡余市町大川町 13 丁目 1番地 （0135）23-2161 

 岩内営業所 045-0001 岩内郡岩内町字大浜 5番地の 4 （0135）62-1512 

 寿都営業所 048-0405 寿都郡寿都町字開進町 188 番地の 7 （0136）63-2074 

 倶知安営業所 044-0031 虻田郡倶知安町南 1条西 2丁目 18 番地 （0136）22-0150 

釧 路 支 店 お客さまセンター 085-8668 釧路市幸町 8丁目 1番地 （0154）23-1111 

 中標津営業所 086-1047 標津郡中標津町東 7条北 1丁目 6番地 1 （0153）72-2010 

 弟子屈営業所 088-3204 川上郡弟子屈町朝日 1丁目 7番地 11 号 （015）482-2019 

 根室営業所 087-0028 根室市大正町 1丁目 7番地 （0153）24-3181 

帯 広 支 店 お客さまセンター 080-8660 帯広市西 5条南 7丁目 2番地 1 （0155）24-5161 

 足寄営業所 089-3717 足寄郡足寄町南 7条 3丁目 64 番地 （0156）25-2029 

 新得営業所 081-0037 上川郡新得町拓鉄 141 番地 （0156）64-5303 

 池田営業所 083-0021 中川郡池田町西 1条 10 丁目 2番地 50 （015）572-2667 

 大樹営業所 089-2142 広尾郡大樹町 2条通 22 番地 （01558）6-2005 

室 蘭 支 店 お客さまセンター 050-8682 室蘭市寿町 1丁目 6番 25 号 （0143）47-1111 

苫小牧支店 お客さまセンター 053-0006 苫小牧市新中野町 3丁目 8番 7号 （0144）32-5321 

 富川営業所 055-0004 沙流郡日高町富川東 4丁目 10 番 25 号 （01456）2-0019 

 日高営業所 055-2306 沙流郡日高町宮下町 1丁目 850 番地の 3 （01457）6-2214 

 浦河営業所 057-0013 浦河郡浦河町大通 2丁目 30 番地 （0146）22-2108 

 静内営業所 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町 3丁目 1番 2号 （0146）42-0009 

函 館 支 店 お客さまセンター 040-8670 函館市千歳町 25 番 15 号 （0138）22-4111 

 八雲営業所 049-3106 二海郡八雲町富士見町 103 番地の 2 （0137）62-2531 

 江差営業所 043-0041 檜山郡江差町字姥神町 171 番地の 1 （0139）52-0085 

 福島営業所 049-1331 松前郡福島町字三岳 39 番地の 1 （0139）47-2021 

東 京 支 社 103-0027 東京都中央区日本橋 2丁目 1-10 柳屋ビル （03）3281-0861 

 

(注)営業所へのお電話によるお問い合わせは、自動転送により、管轄する支店で承る場合がございます。 
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